
別紙

①　３か⽉毎に各事業所の事故状況を精査
【第⼀段階】
②　条件（後述）に合致した場合、保険者から管理者にお知らせ

③　管理者を中⼼に、事故の再発防⽌について検討いただき職員に周知（報告要）

事故削減、再発防⽌を念頭に事業所運営

④　３か⽉毎に介護事故の全体状況と各事業所状況を精査

⑤　③を経て、次の３か⽉で同じ条件に合致しなかった事業所は第⼀段階前にリセット
【第⼆段階】
⑥　③を経ながらも、同様の条件に合致した場合、管理者は研修を受講
【第⼆段階以降】
条件から外れた場合は、第⼀段階前にリセット
条件に引き続き合致する場合は、研修の継続受講等を検討

※　事故の精査は、３か⽉毎に⾏うが、条件への適⽤は歴⽉単位で確認していきます。

介護事故削減に向けた事業者と保険者の協⼒体制

（２）　協⼒体制の概要

保険者

事業所

⾼知市内の介護事故件数平均値より
⾼い状況＝(同⼀サービスの他事業所
と⽐べ事故が多い状況)

1.⾼知市内で同⼀サービスの前年度平均（事業所単位）より発⽣件数が上
回った場合

※対象事故を転倒転落、与薬、誤嚥誤飲、離設とし、前年度１事業所あたりの年間平均より歴⽉によ
る３⽉の事故件数とを⽐較

条件（第⼀段階及び第⼆段階の条件は同じ）

　各事業所で起きた介護事故を断ずるような取り組みではありません。
　「他事業所と⽐べて介護事故が多い」や「同様の事故が繰り返されている」等の状況にある場合に、保険者から肩をたたくことで気
づきの機会を設け再発防⽌について考えていただきます。取り組みを通じ、介護事故予防⼒の⾼い現場づくりを推進し，サービスの
質の向上を⽬指すものですので、ご理解ご協⼒をお願いします。
　また、介護事故が多い等の情報を公開するようなこともなく、該当事業所と保険者のみで情報を共有します。

保険者

事業所

（３）　条件の詳細
合致した場合

（危惧される）事業所状況

2.服薬事故または転倒転落事故が１⽉（歴⽉）に２回以上
短期間の間に同様の事故が再発してい
る　※29年度ベースで②に該当する事
業所は年間で５件程度

3.離設事故が発⽣
離設事故は発⽣後も更なる危険を伴う
事故のため、発⽣＝⼤きなリスクを伴っ
ている事業所

（１）　協⼒体制についてご理解いただきたい点


